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新規評価箇所検討一覧表 様式２
担当課 まちづくり推進課

市町名
旧市町

名
町・大
字等

位
置
づ
け

必
要
性
・
効
果

実
施
環
境

1 街路 生活関連

街路整備
交付金事業

（社会資本整
備総合交付

金）

井手西葉線 鹿島市 - 高津原
街路整備
L=420m　W=20.0m

Ａ Ｂ Ｂ Ⅱ 1,900  公 H33
県の都市計画マスタープランに位置づけ
られている。

前後の工区については整備が完了してお
り、地元住民から早期整備の要望があっ
た。また、鹿島市が進めるまちづくり
（鹿島市まちづくり構想）との相乗的効
果が見込まれるため。

施工箇所

公
・
単

完成
予定
年度

重要施策との関連性
（他事業との関連含む）

評価

総事業費
(百万円)

事業概要 判断 新規評価に至った経緯番号 種別 事業区分 事業名
箇所名等

（路河川・地区
名）
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UD
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（様式 3） 

公共事業新規評価調書（整備系） 
 

本部名 

部 名 
県土づくり本部 

記 入 

責任者 

まちづくり推進課 課 長 杉野 朗 

杵藤土木事務所 所 長 田久保 松美 

 

事 業 

区 分 

街路事業 

（生活関連事業） 

事 業 名 地区名等 

総事業費 １，９００百万円街路整備交付金事業 
（社会資本整備交付金

事業） 

都市計画道路 

井手西葉線 

事 業 地 着工予定年度 完成予定年度 

 鹿島市高津原 平成２７年度 平成３３年度 

事 業 目 的 事 業 内 容 

当該路線は、鹿島市を南北に縦断し、「中心市街地エ

リア」と鹿島市役所を中心とした「中川エリア」を結ぶ

幹線道路である。しかし、自転車歩行者道が設置されて

おらず、通勤・通学時間帯の自動車、自転車、歩行者の

錯綜による交通渋滞、歩行者等の安全対策が課題となっ

ている。当該路線の整備により交通渋滞を解消し、歩行

者等の安全を確保することで、「鹿島市まちづくり推進

構想」で掲げられている公的施設の再整備・再配置にお

いて核となる両エリアのアクセス性向上並びに都市の

魅力向上による地域活性化を図る。 

事業延長  Ｌ＝４２０ｍ 

道路規格  第４種第２級 

道路幅員  Ｗ＝９．０（２０．０）ｍ 

歩道幅員  Ｗ＝４．５ｍ×２ 

用地買収  Ａ＝３，０００㎡ 

家屋補償  ｎ＝２７戸 

評価の視点 評 価 内 容 評 価 

（１）位置づけ ・県土づくり本部戦略（快適に暮らせる「まち」づくり） （10点） 

Ａ 

（80 点） 

・都市計画マスタープラン（県の都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに位置付けられ 

ている：(都)井手西葉線））  （40点） 

・都市計画道路の種類（幹線街路）                    （10点） 

・地域の課題への貢献度（医療保険・福祉・教育施設等の公益施設 

に関連する道路）       （20点） 

（２）必要性・効果 ・費用対効果（Ｂ／Ｃ） （1.4）〔1.0以上～2.0未満〕  （30点） 

・歩行者･自転車等の交通量 （450台/日） 

〔歩行者500人/日未満、かつ自転車500台/日未満〕 （ 0点） 

・歩行者･自転車道の設置状況（設置されていない）    （10点） 

・幅広歩道自転車道の整備（3m以上～6m未満で整備する） （10点） 

・電線類地中化等計画(地下埋設物(上下水道等)計画あり) （10点） 

Ｂ 

（60 点） 

（３）実施環境 ・県民･市民との協働 （要望に配慮した事業）      （20点） 

・まちづくりへの取り組み状況 

（まちづくりのイメージが策定されている）     （20点） 

・地元関係者等の合意形成状況 

（事業化に対する認識が高い）           （20点） 

Ｂ 

（60 点） 

 

評 価 ＡＢＢ 条 件 等 

判 断 
Ⅱ  

事業を実施 
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定性評価調書 

○自然環境保全 

内  容 

 

※ 動植物の保護、農地の保全、山地・山間地の保全、水辺環境の保全等に配慮している事項について、工法、対策、

留意事項を記載。 

 

○生活環境対策 

内  容 

【以下、記入例】 

大気汚染について配慮している事項（排ガス対策型機械の使用） 

リサイクルに配慮している事項（建設副産物の適正処理、再生材の使用） 

バリアフリーに配慮している事項（透水性歩道舗装の採用、点字ブロックの設置、スロープ状（0cm～2cm）縁石の設置） 

※ 大気・水・土壌・地盤環境の保全、リサイクル、文化財、バリアフリー、周辺土地利用状況等に配慮する事項について、

工法、対策、留意事項を記載。 

 

○コスト縮減策 

内  容 

【以下、記入例】 

現場発生材やクラッシャーラン等再生材の有効利用 

コンクリート二次製品の有効利用による工期の縮減 

※ 再生材・発生材の使用等、具体的なコスト縮減策を記載。 

 

○その他 

内  容 

 

※ 特に記述することがあれば記載。 
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